
○ このような状況の中、単独で固定資産税を払っている者がその農地を自分の農地と考える傾向が強
いことも踏まえ、事実上の管理者（相続人の１人）の判断による貸借を可能とすべきという意見が多く
寄せられているところ。

○ さらに、相続未登記農地の所有者、司法書士、担い手等からのヒアリングにおいては、抜本的な登記
の正常化のために当該農地を時効取得できるようにして欲しいという意見もある。

○ また、これらにより当面の利用が図られたとしても、更に相続を重ねれば同様の問題が生じうること
から、そもそも相続未登記が起こらないよう、土地・登記制度一般の抜本的な対策（対抗要件主義の見
直し、相続登記の義務化等）が必要との意見もある。

相続未登記農地の所有者に対するアンケート結果
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Ｑ 貸出の際にどのような緩和策を望みますか？（n=326）

（平成28年度 相続未登記実態調査委託事業（農林水産省）による）
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Ⅰ農地関係 相続未登記農地の改善策



Ⅰ農地関係 農地台帳と他法定台帳との照合について

○ 農地台帳は、農地の権利移動の許可業務等を適切に行うため、農業委員会が管内の農地情
報を一筆毎に記録する台帳。平成28年４月から、当該台帳に基づく農地情報を管理する全国一
元的なクラウドシステム（農地情報公開システム）が稼働しているところ。

○ 農業委員会は、農地法に基づき、毎年１回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳及び
住民基本台帳との照合を実施することとされており、市町村における個人情報の取り扱いに留
意しつつ、担当部局と連携の上、農地台帳の正確な記録を確保しているところ。

＜農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号） （抄） ＞
（農地台帳の正確な記録を確保するための措置）
第102条 農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳（地

方税法（昭和25年法律第226号）第341条第９号に掲げる固定資産課税台帳をいう）及び住民基本台帳との照合を行うものと
する。ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第22条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。

農 地 台 帳

農業委員会は、
毎年１回以上の
照合を実施 住 民 基 本 台 帳

所有者等の氏名・住所、
農地の地番等

固定資産課税台帳

所有者等の氏名・住所等

＜主な記録事項＞

○所有者等の氏名・名称、住所

○農地の所在・地番、地目、面積

○賃借権等の権利の種類と存続期間、借賃等の額

○遊休農地に関する措置の実施状況（遊休農地かどうか）

○所有者の農地の賃貸等に関する意向

○農振法や都市計画法の地域区分

○農地中間管理機構による権利取得や転貸の状況
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Ⅱ林地関係 林地台帳と他法定台帳等との照合について

林地台帳の記載項目

○情報更新する際の
情報源（関係機関）

○ 林地台帳は、森林の施業の集約化等を推進するため、民有林が所在する全ての市町村が林
地の所有者や境界測量の状況などの情報を地番毎に記録する台帳。本制度は、昨年５月の森
林法の改正により措置されたものであり、一定の準備期間（経過措置）を経て、平成31年４月か
ら本格運用することとしている。

○ その運用に当たっては、市町村は、森林法第191条の２の森林所有者情報の利用に関する規
定を活用して、登記情報や地籍調査の成果、固定資産課税台帳の森林所有者情報等の提供を
受けることを念頭において、林地台帳の作成・更新を行うこととしている。

＜森林法（昭和26年法律第249号）（抄）＞
（森林所有者等に関する情報の利用等）
第191条の２ 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に

関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
２ 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

森林法に基づく
森林の土地の所
有者届出、修正

申出等（所有者）

登記情報

（法務局）

森林境界
明確化事業

（市町村）

地籍調査

（市町村地
籍部局）

森林簿

（都道府
県）

森林経営
計画の認定

（市町村等）

ゾーニング

（市町村林
務部局）

固定資産課税台帳※

（市町村税務部局）
住民基本台帳

（市町村担当部局）
※新たに森林の土地の所有者となった旨の届出義務がある者の情報
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